
*自社による当座預金からの現金払戻手段として、当座勘定払戻請求書をご利用いただけます。

【参考】手形・小切手の全面電子化における当行の取り組み一覧

受 付 期 間 2026年4月1日（水）～2027年3月31日（水）

買 戻 の 対 象

当行で発行した「手形帳（約束手形・為替手形）」「小切手帳」に綴られてい
る未使用用紙。なお、切り離されていても受付します。
※ただし、次の手形・小切手用紙は買戻し対象外になります。
1.金額の記入がある手形・小切手用紙
2.届出印が押印してある手形・小切手用紙

買 戻 価 格 1枚単位で110円（税込み）にて買戻し （例）10枚×110円=1,100円

申 込 条 件

買戻依頼書に記載の留意事項に承諾いただけるお客さま
＜留意事項の抜粋＞
・当行所定の手続き可能な日に買戻しを実施する
・買戻しの申出取消は行わない
・当行で買戻し金額を算出し、口座へ入金する
※留意事項については、買戻依頼書でご確認ください※

申込について
「未使用手形・小切手用紙 買戻依頼書」に必要事項をご記入のうえ、未使用の
用紙が綴られている「手形帳」「小切手帳」とともに当座勘定取引店の窓口に
お持ちください。

入 金 方 法
お申込月の翌月末を目安に、同一名義の預金口座にご入金いたします。
※入金口座に「カイモドシキン」と摘要に表示します。

平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
福岡中央銀行では、手形・小切手の全面電子化に向けた取り組みとして、当行が発行した手

形・小切手用紙のお客さま未使用分について、一定の条件を満たすものはご希望に応じて、
2026年4月より買戻しいたしますので、お知らせいたします。

未使用の手形・小切手用紙の買戻しにあたりましては、お客さまの商品等の売上ではありませんが、
課税事業者様である場合は、経理処理におきまして、消費税を含む課税売上高として計上いただく必
要があります。詳細なお取り扱いはお客さまの顧問税理士様等にご確認してください。

2026年3月吉日
お客さま各位

株式会社福岡中央銀行

未使用手形・小切手用紙の買戻しについて

詳しくはお取引店にお問い合わせください

１．概要

２．注意点

（本件）

取り組み事項 実施時期

当座預金の新規開設の停止 2024年5月

支払期日が2027年4月以降の手形・小切手の代金取立の受付停止 2024年5月

当座勘定払戻請求書の新設* 2025年5月

手形・小切手帳の新規発行停止 2026年3月31日

手形・小切手の入金手数料新設 2026年4月1日

未使用の手形・小切手の買戻し 2026年4月1日

手形・小切手の振出期限の設定 2026年9月30日

他行の手形・小切手の預金入金終了 2026年9月30日


